
原子力災害時のバス及び福祉タクシーによる
緊急輸送等に関する協定について

島根県防災部原子力安全対策課
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松江市出雲市
安来市

雲南市

奥出雲町大田市
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原子力災害時の避難の考え方

ＰＡＺ（発電所から約５km）
対 応：放射性物質放出前に避難
避難先：大田市及び奥出雲町

ピー・エー・ゼット

ＵＰＺ（発電所から約５～30km）
対 応：放射性物質放出に備えて屋内退避

放射性物質放出後は放射線量を
計測して避難が必要な地区を特定

避難先：島根県内、岡山県、広島県

ユー・ピー・ゼット



避難に必要な車両の確保
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○避難に当たっては、多くの住民が自家用車により避難することを想定

○自家用車での避難が困難な住民に対する避難手段の確保が必要

○避難に必要となるバスや福祉車両は、県が関係機関の協力を得て、確保

○県では、中国各県バス協会、タクシー協会との協定締結や中国電力による
車両配備等といった枠組みづくりを実施

中国各県
タクシー協会

中国電力社会福祉施設

避難車両の確保

中国各県
バス協会



協定の締結
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原子力災害時等における緊急輸送等に関する協定及び要請要領

鳥取県
タクシー協会

島根県
旅客自動車協会

岡山県
タクシー協会

広島県
タクシー協会

山口県
タクシー協会

タクシー協会（平成29年7月24日）バス協会（平成29年4月17日）

緊急輸送等の要請要領

（令和元年７月１日）

緊急輸送等の要請要領

（平成３０年１０月５日）

鳥取県
バス協会

島根県
旅客自動車協会

岡山県
バス協会

広島県
バス協会

山口県
バス協会 鳥取県

島根県



協定等の概要
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１．目的
原子力災害時等に島根県及び鳥取県が中国各県バス

協会の協力を得て、その会員のバスによる緊急輸送等
の協力を求めるときの必要事項について定めるもの

２．協力要請の基準
実施による被ばく線量の予測が１ｍ㏜を下回る場合

３．協力要請する業務
・避難住民等の輸送業務
・その他県が必要とするバスによる支援業務

４．費用負担・補償
・実施に要した費用は要請した島根県が負担
・実施に伴って生じた損害は、島根県が補償（損害
保険による保険給付、原賠法に基づく原子力事業者
等による賠償など、他の補償を受けられる場合等を
除く）

５．必要な資機材の確保や研修の実施
県は、必要な資機材（個人線量計、防護資機材等）

の確保や放射線等の知識習得のための研修等を実施

１．目的
協定に基づき、島根県及び鳥取県が中国各県バス協

会会員による住民避難のための輸送を要請するに当
たっての手順等を定めるもの

２．原子力災害に備えた事前準備
・県による防護資機材の整備や研修の実施
・県・協会・各会員の連絡体制の整備や資料の提供

３．原子力災害時等における対応
・事故状況等の連絡及び円滑なバス運行のための措置
・放射性物質放出前におけるバス避難

（警戒事態、施設敷地緊急事態、全面緊急事態）
・放射性物質放出後におけるバス避難
・業務報告

４．経費の支払等
・経費の支払い
・損害の補償

５．各種様式
・協力要請書、協力報告書、被ばく線量管理帳簿

協 定 要請要領



〔参考〕放射線による人体への影響
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〔参考〕防護資機材
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内：手袋
外：ゴム手袋

シューズカバー



 

 

 

避難行動要支援者：要配慮者（災害対策基本法第８条第２項第１５号に規定する要配慮者）のうち、災害が発生し、

又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な者であって、その円滑かつ迅

速な避難の確保を図るため特に支援を要するもの 

ＰＡＺ 

(5km 圏) 

     

ＵＰＺ 

(5km～

30km 圏) 

     

警戒事態 施設敷地緊急事態 

例） 全交流電源の

30 分以上喪失 

全面緊急事態 

例） 原子炉注水機

能の喪失 

放

射

性

物

質

放

出 
屋内退避 

避難行動要支援者

含むああああああ 

基準値以上の区域は 

１週間程度内に避難 

避難行動要支援者 

含むああああああ 

避難行動要支援者等

の避難・屋内退避 

一般住民の避難 

安定ヨウ素剤の服用 

放射線量を測定する 

モニタリングを実施 

避難行動要支援者等

の避難準備 

屋内退避準備 

例）全交流電源喪失のおそれ 

（外部電源喪失が３時間 

以上継続など） 

協力要請について
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事態の進展に応じた対応（警戒事態（AL））

警戒事態発生

島根県
車両確保依頼２

確保台数回答３

警戒事態通報１

事業者
【バス】松江市
【タクシー】
松江市、出雲市、
安来市、雲南市
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島根県
（災害対策本部）

事業者
【バス】松江市
【タクシー】
松江市、出雲市、

安来市、雲南市

配車３

避難指示発出１

運行要請２

島根県内
事業者

車両確保依頼４

広域福祉避難所住民乗車場所

一時集結所 社会福祉施設
など

避難経由所

病院

確保台数回答５

（避難先市町村）

事態の進展に応じた対応（施設敷地緊急事態（SE））
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施設敷地
緊急事態発生



全面緊急
事態発生

島根県
（災害対策本部）

島根県内
事業者 配車３

避難指示発出１

運行要請２

広域福祉避難所住民乗車場所

一時集結所 社会福祉施設
など

避難経由所

病院

（避難先市町村）

事態の進展に応じた対応（全面緊急事態（GE））
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県外タクシー
協会

島根県（災害対策本部）
鳥取県（災害対策本部）

県内バス・タクシー事業者

避難指示発出１

配
車

３

避難指示発出

・防護資機材を受領していない場合、防護資機材
（個人線量計、防護服等）の配布を受ける会場

・避難退域時検査会場近傍に設置

《避難対象者》
避難指示が発出された
地区に居住する住民

住民
乗車場
所

一時集結所

社会福祉施設
など

避難経由所

広域福祉
避難所

・放射性物質の付着状況を検査する会場
・防護服等の脱衣を行う（個人線量計は継続携帯）

病院

（避難先市町村）

県外バス事業者

【県外事業者への要請】
①早期の一時移転が必要な場合
②必要台数が要請県内の配車可能台数を超過した場合

県外タクシー
事業者

運行要請２
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事態の進展に応じた対応（放射性物質放出後）
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【参考】避難退域時検査

原子力災害時に避難等を行う住民は避難経由所へ向かうため、避難退域時検査会場で放射性物質によ
る汚染状況を確認し、検査済証を受け取る。ただし、検査の結果、除染を行う基準を超える汚染が
あった場合には、簡易除染等を行う。

①車両の検査 ②代表者の検査

③同乗者全員の検査

④簡易除染・再検査

検査済証を受け取り、避難経由所へ

基準値超過

基準値以下
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⑤医療機関等へ

②’車両の除染



検査場所等

避難退域時検査は、広域避難する多くの住民等の検査が実施
でき、可能な限り放射性物質放出による影響が低い所で行う
ことが望ましいことから、原発から30㎞の境界付近から避難
所等までの避難経路周辺の14か所を候補地として設定

14

【参考】避難退域時検査



おわりに
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◆島根県では、協定に基づき、各事業者の皆様に
放射線や放射線防護に関する基礎知識などを習得
いただくための研修を引き続き実施していきます。

◆今後とも、皆様のご理解・ご協力をお願いします。


